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小田原市重度障害者医療費助成条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、小田原市重度障害者医療費助成条例（平成29年小田原市条例第10号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（条例第４条第１項の規則で定める額） 

第２条 条例第４条第１項の規則で定める額は、次に掲げる額とする。 

(１) 医療保険各法に規定する食事療養標準負担額 

(２) 医療保険各法に規定する生活療養標準負担額 

(３) 医療保険各法に規定する付加給付（医療保険各法による保険給付に併せて、保険者の規約

等で定めるところにより保険給付として行われる給付をいう。）の額 

（医療証の交付の申請） 

第３条 条例第５条の規定による申請は、小田原市重度障害者医療費助成受給資格（取得・変更・

喪失）申請書・届出書（様式第１号）を市長に提出することにより行うものとする。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、市長は、当該書類によ

り証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させるこ

とができる。 

(１) 被保険者等（条例第２条第２項第１号若しくは第７号に掲げる法律の規定による被保険者、

同項第２号若しくは第３号に掲げる法律の規定による被保険者若しくはその被扶養者、同項第

４号若しくは第５号に掲げる法律に基づく共済組合の組合員若しくはその被扶養者又は同項第

６号に掲げる法律の規定による私立学校教職員共済制度の加入者若しくはその被扶養者をい

う。）であることを証する書類の写し 

(２) 身体障害者手帳その他の条例第２条第１項各号に該当する者であることを証する書類の写

し 

(３) 対象者（条例第３条第１項に規定する対象者をいう。以下同じ。）の前年（条例第５条の

規定による申請を行う日が１月から６月までの間である場合にあっては、前々年）の所得を証

する書類 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 市長は、第１項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付することを決定した

ときは申請した者に条例第５条に規定する医療証（様式第２号。以下「医療証」という。）を交

付し、交付しないことを決定したときは小田原市重度障害者医療費助成医療証不交付決定通知書
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（様式第３号）により申請した者に通知するものとする。 

（医療証の有効期間等） 

第４条 医療証の有効期間は、条例第５条の規定による申請を行った場合にあっては当該申請の日

以後の最初に到来する６月30日までとし、次条第１項の規定により医療証の有効期間を更新する

場合にあっては、当該医療証の有効期間の末日の属する年の翌年の６月30日までとする。 

２ 医療証の交付を受けた者は、当該医療証が有効期間を経過したときは、速やかに当該医療証を

市長に返還しなければならない。 

（医療証の更新） 

第５条 市長は、職権により、対象者が医療証の有効期間の満了後も引き続き条例による医療費の

助成を受ける資格を有すると認めるときは、当該対象者に係る医療証の有効期間を更新するもの

とする。 

２ 市長は、前項の規定により医療証の有効期間を更新することを決定したときは当該対象者に更

新した医療証を交付し、更新しないことを決定したときは小田原市重度障害者医療費助成受給資

格喪失通知書（様式第４号）により当該対象者に通知するものとする。 

（医療証の再交付） 

第６条 医療証の交付を受けた者は、当該医療証を亡失し、又は損傷したときは、小田原市重度障

害者医療費助成医療証再交付申請書（様式第５号）により市長に申請し、医療証の再交付を受け

るものとする。この場合において、申請の理由が医療証の損傷であるときは、当該損傷した医療

証を市長に返還しなければならない。 

２ 前項の規定により医療証の再交付を受けた者は、亡失した医療証を発見したときは、速やかに

当該亡失した医療証を市長に返還しなければならない。 

（支給の申請） 

第７条 条例第６条第２項の規定により自己負担額に相当する額の支払を受けようとする者は、小

田原市重度障害者医療助成費支給申請書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、申請に係る医療費の支払を証する書類その他市長が必要と認める書類を添

えなければならない。 

３ 市長は、第１項の申請書の提出を受けたときは、その適否を決定し、申請した者にその結果を

通知するものとする。 

（変更等届） 

第８条 条例第７条第１項の規定による届出は、小田原市重度障害者医療費助成受給資格（取得・



3/9 

変更・喪失）申請書・届出書を市長に提出することにより行うものとする。 

２ 前項の届出書には、当該届出書の記載事項に係る事実を証する書類を添えなければならない。

ただし、市長は、当該書類により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、

当該書類の添付を省略させることができる。 

（受給資格喪失の通知） 

第９条 市長は、対象者が条例第３条第１項の規定に該当しないと認め、又は同条第２項の規定に

該当すると認めたときは、小田原市重度障害者医療費助成受給資格喪失通知書により、その者に

通知するものとする。 

（その他） 

第10条 この規則に定めるもののほか、重度障害者に係る医療費の助成に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年５月29日規則第45号） 

この規則は、平成29年５月30日から施行する。 
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様式第１号（第３条、第８条関係） 
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様式第２号（第３条関係） 
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様式第３号（第３条関係） 
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様式第４号（第５条、第９条関係） 
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様式第５号（第６条関係） 
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様式第６号（第７条関係） 

 


